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一
二

歴
史
研
究
室

木
仙
い
ば
楽
師
寺
（
奈
良
巾
）
所
蔵
に
か
か
り
、
大
永
六
年
よ
り
慶
長
卜
一
年
に

至
る
間
の
同
が
巾
ド
鵬
の
評
定
記
録
で
あ
る
。
外
題
に
は
「
中
下
脳
検
断
之
引
付
」

と
あ
る
が
、
検
断
関
係
記
聯
は
天
正
十
四
年
で
終
り
、
以
後
は
寺
内
の
杵
請
そ
の

他
の
評
定
州
付
と
な
っ
て
い
る
。
中
世
末
期
の
検
断
関
係
史
料
と
し
て
は
肢
も
ま

と
ま
っ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
本
苫
を
利
川
し
た
研
究
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
特
に
新
発
見
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
紙

数
の
許
す
範
朋
内
で
抄
出
紹
介
し
た
い
。

な
お
そ
れ
に
先
立
っ
て
木
淵
の
体
裁
等
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
Ｏ
縦
”
・
１
，

横
Ⅳ
・
８
叩
紙
数
団
枚
、
袋
綴
（
現
在
明
朝
綴
、
も
と
紙
捻
仮
綴
）
、
汰
地
龍
Ⅱ

文
紙
表
紙
（
後
附
）
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
表
紙
は
本
紙
の
裏
打
ち
と
共
に

明
治
十
三
年
の
修
理
（
巻
末
に
明
治
十
三
年
修
理
誠
語
あ
り
）
の
際
の
も
の
で
、
塊
在

の
第
一
紙
川
が
原
表
紙
に
当
る
。
料
紙
は
緒
紙
を
用
う
る
が
、
数
次
に
わ
た
っ
て

紙
が
補
充
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
で
寸
法
・
紙
質
を
や
や
異
に
し
て
い
る
。
又
筆
跡
も

個
所
に
よ
っ
て
異
っ
て
お
り
、
順
次
禅
継
が
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
或
る

期
間
に
わ
た
っ
て
墨
色
蒋
風
が
全
く
一
致
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
必
ず
し
も
そ

の
都
度
片
継
が
れ
た
も
の
で
な
く
、
数
件
宛
ま
と
め
て
評
か
れ
た
場
合
も
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
ｏ
な
お
前
半
部
の
料
紙
は
寸
法
が
大
き
く
、
そ
の
た
め
修
理
の
際
縁



胤(常Ｉ
祐泰

中
下
聴
衆
集
会
評
定
臼

去
三
月
冊
三
川
成
刻
、
新
三
郎
七
条
北
口
辺
通
之
処
、
八
郎
次
郎
講
可
令
殺
答
之

（
検
）

由
致
沙
汰
、
一
言
語
道
断
之
次
第
也
、
悪
行
超
干
常
篇
之
条
、
処
重
科
了
、
凡
金

断
聯
、
筒
井
殿
御
異
見
之
旨
、
尚
灸
中
下
脳
衆
井
成
業
等
少
食
加
判
形
、
於
、

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

螺
胤

印
秀
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興宗Ｉ
専昌

大
永
七
年
釘
卯
月
八
日
夜
、
於
五
条
郷
、
藤
五
ヲ
徳
贋
令
刃
傷
間
、
同
九
Ⅱ

早
朝
仁
、
彼
両
人
之
家
罪
科
単
、

八

同
年
七
月
七
日
中
下
脇
評
定
日
、

昨
Ｈ
七
日
、
五
条
郷
東
在
家
井
ヲ
替
ル
処
仁
、
仕
丁
専
松
ヲ
五
条
座
ノ
専
千
代
殺

害
サ
セ
堆
、
然
間
彼
両
人
住
屋
ヲ
放
火
、
郷
ェ
尋
使
被
付
之
処
仁
、
五
条
唯
一

人
仕
ｒ
ト
ノ
義
之
間
、
球
使
之
事
、
於
惣
地
下
者
、
詫
言
可
申
之
山
雌
渋
と
旨
、

今
以
後
者
、
別
而
堅
問
仁
可
有
取
沙
汰
渚
也
、
然
者
不
依
権
門
不
口
之
顛
、

（
顔
）

限
若
党
凡
下
之
族
、
不
存
偏
□
、
無
僻
怠
之
儀
、
守
徒
法
可
有
成
敗
之
旨
、

誰
一
同
之
評
定
也
、
側
中
下
鵬
衆
群
議
如
斯
、

大
永
六
年
師
卯
月
十
三
日

頼
営
（
花
押
）
訓
突
（
花
押
）
興
変

了
胤
（
花
押
）
経
縦
長
秀

覚
英
（
花
押
）
了
秀
（
花
押
）
懐
尊

澄
実
長
実
醗
胤
（
花
押
）

栄
盛
（
化
押
）
乗
盛
（
花
押
）
突
憲
（
花
押
）

長
雄
（
花
押
）
懐
盛
（
花
押
）
昌
懐
（
花
押
）

成
業
巳
上
加
判
之
事

長
胤
（
花
押
）
尚
朝
（
花
押
）
英
乗
（
花
押
）

経
門
（
花
押
）
覚
重
（
花
押
）
懐
禅
（
花
押
）

長
識
（
花
押
）
突
継
（
花
押
）
覚
葬
（
花
押
）

覚
栄
（
花
押
）
覚
突
（
花
押
）
長
盛

長
懐
（
花
押
）

三不
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１
四
日

天
文
一
二
年
何
十
弐
月
亥
刻
、
七
条
郷
中
於
蓮
池
辺
、
七
条
次
郎
太
郎
、
与

四
郎
ト
ー
諏
者
刃
傷
有
之
山
、
及
風
聞
、
然
処
当
季
一
脳
ヨ
リ
相
尋
ラ
ル
、
処
、
一
向

左
様
之
義
無
之
曲
申
、
イ
ョ
ー
ノ
ー
キ
ウ
メ
イ
ニ
及
処
、
同
十
七
日
於
夜
中
、
七

条
ヲ
ト
ナ
沙
汰
人
、
当
季
一
脳
処
江
来
、
両
人
刃
傷
之
聯
一
定
山
、
注
進
巾
、

（
マ
マ
）

然
処
同
十
八
日
、
罪
果
有
之
、
次
郎
太
郎
者
住
屋
有
之
間
、
即
放
火
有
之
、
与

耶

四
郎
者
住
屋
無
之
間
、
罪
名
計
也
、
然
者
放
火
時
分
次
天
郎
及
死
去
、
諦
使
術

之
、

天
文
三
年
州
十
二
月
十
八
日

宿
院
之
斎
五
郎
、
四
郎
男
ヲ
令
殺
害
間
、
罪
科
之
処
、
徳
川
″
ヲ
以
、
中
下
脇
江

陀
言
申
間
、
免
除
羊
、
価
集
会
評
定
如
件
、

天
文
一
一
年
耗
正
月
廿
、
当
季
衆
等

昨
日
十
五
日
、
於
八
幡
宮
御
廊
辺
集
会
之
剛
、
観
教
房
ヲ
実
順
房
被
刃
傷
猟
、
・
・
一
一
岬

語
道
断
子
細
也
、
佃
同
十
六
Ⅲ
巳
刻
、
於
中
戸
門
辺
催
集
会
、
彼
両
所
罪
科

／
Ｊ
、

過
放
火
ｒ
、

去
廿
六
口
之
夜
、
七
条
与
四
郎
所
ェ
、
僻
倶
之
六
郎
次
郎
入
道
盗
人
一
一
入
間
、

於

生
害
さ
セ
竿
、
然
間
彼
入
道
住
屋
放
火
弁
、
北
御
門
罪
稿
付
羊
、
脚
倶
ヱ
ハ
公
人
ヲ

天
文
四
年
程
六
月
十
六
冊

去
廿
六
口
之
夜
、
七
条
与
川
郎
訴

天
文
四
年
涯
八
月
廿
九
日

（
一
）

口
天
文
九
年
誠
一
一
一
月
十
六
日
夜
、
七
条
郷
四
郎
二
郎
男
、
法
意
卜
云
尼
ヲ
殺
ｒ
、

同
屋
蚊
内
二
庵
室
有
、
何
屋
内
ヲ
ロ
取
、
言
語
道
断
前
代
未
聞
之
儀
也
、
然
間

中
下
脳
ヨ
リ
三
誰
二
披
露
、
同
廿
二
、
、
於
円
城
院
之
堂
二
有
集
会
、
其
評
定

（
マ
マ
）

日
、
定
十
貫
文
外
、
寺
ヨ
リ
五
肯
〈
文
可
有
可
増
旨
評
定
、
同
有
同
類
由
間
、
鰯

奈
良
圃
立
文
化
財
研
究
所
年
縦

（
マ
マ
）

川
恥
ニ
モ
定
十
賞
文
外
、
五
賀
文
可
有
可
増
旨
一
結
了
、

（
一
）

口
天
文
八
年
麺
冬
比
、
今
在
家
、
七
条
、
九
条
ニ
ッ
メ
殺
沙
汰
，
卿
風
聞
之
間
、
価

（
マ
マ
）

彼
人
恥
溺
出
ハ
、
実
否
孔
明
以
後
、
定
十
貫
外
、
五
貫
文
寺
ヨ
リ
可
有
可
増
］
臼
、

岡
川
於
円
城
院
鴬
一
一
テ
ー
結
了
、

（
一
）

口
七
条
去
後
家
所
ノ
屋
尻
切
処
仁
見
〈
口
名
乗
懸
早
、
然
処
世
間
以
外
沙
汰
之
間
、

（
マ
マ
）

地
下
へ
被
相
尋
処
、
分
明
仁
注
進
雌
不
申
、
即
琳
遂
堆
肥
之
間
、
罪
科
学
、

天
文
八
年
月
日

（
一
）

口
去
九
月
十
一
、
、
八
識
饗
膳
不
足
之
処
、
堂
方
末
之
衆
膳
ヲ
不
居
間
、
堂
方
悉

之
立
破
羊
、
言
語
道
断
曲
事
、
前
代
未
聞
之
儀
也
、
然
処
少
学
頭
番
下
脳
及
申

五
人

伽
脈
仁
条
、
所
溌
両
倶
越
度
之
旨
、
同
九
Ⅱ
刈
什
一
日
、
少
学
頭
堂
方
番
下
鵬
罪
科

了
、
乞
戒
之
役
者
無
之
間
、
法
事
毛
延
行
在
之
、
然
に
少
学
誠
懇
望
之
間
、
同

有

廿
七
ｎ
Ｍ
免
除
了
、
堂
方
番
下
脇
之
事
、
雌
種
灸
佑
言
、
少
学
頭
与
堂
方
可
有
階

（
級
）汲

』
胴
評
定
間
、
同
晦
日
免
除
了
、
同
堂
司
番
下
公
文
之
許
へ
礼
一
一
出
了
、

（
以
上
第
十
三
紙
表
ま
で
、
以
下
省
略
）

／ー、
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